
船舶インシデント調査報告書 

令和５年１０月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和４年１０月１６日 ０８時００分ごろ 

発生場所 静岡県富士市田子の浦港南方沖 

 田子の浦港西防波堤灯台から真方位２５０°５１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０８.０′ 東経１３８°４１.５′） 

インシデントの概要  プレジャーボート元
もと

吉
よし

丸は、西進中、船外機の運転ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年１２月１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 元吉丸、０.９トン 

 ２４０－６６１１７静岡、個人所有 

ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力４４.１kＷ、使用燃料ガ

ソリン、４気筒、ボア６５㎜、回転数毎分５,５００、機関製造年

月日不詳、進水年月日不詳 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.２ｍ 

 インシデントの経過等 本船は、船長が１人で乗り組み、船舶所有者である同乗者１人を乗

せ、釣りの目的で田子の浦港の定係地を出発し、同港南方沖を西進

中、船外機が停止した。 

船長は、船外機の始動を試みたものの、始動できなかったので航行

を断念し、１１８番通報したのち、付近を航行していた漁船に救助を

要請し、本船は、同漁船にえい
．．

航されて定係地に戻った。 

機関修理会社担当者は、本インシデント後、船外機を点検したとこ

ろ、セルモータが始動できたものの、クランク軸が回転しなかったの

で、ピストンリングに焼き付きなどを生じたのではないかと思い、パ

ーソナルコンピューターを船外機に接続して点検した結果、本インシ

デント前に油圧低下及び過熱の警報履歴が４回残っていることを確認

した。 

船外機は、本インシデント後、修理されずに交換された。 

船舶所有者は、本インシデントの約１か月前にインターネットオー

クションで本船を購入し、船外機の整備状況は不明であったが、購入

後に潤滑油を交換し、３、４回航行した際には、警報は発生しなかっ

た。 



 修理会社担当者は、過去に発生した過熱及び油圧低下の原因が不明

な状態で使用され続け、ピストンリングの焼き付きなどを生じ、クラ

ンク軸が回転しなかったのではないかと思った。 

分析 本船は、船外機の整備状況が不明な中、西進中、船外機のクランク

軸が回転しなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、船外機の整備状況が不明な中、西進

中、船外機のクランク軸が回転しなくなったことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・中古の船外機を購入する者は、船外機を使用する前に点検及び整

備を行うことが望ましい。 

 


